
 

 

 

〇 苦情要望解決の流れ 

 

 

加治木ゆなの木保育園利用者（保護者） 

 

         意見・要望・相談 

 

 

 

苦情受付担当・職員・第三者委員 

 

 

          

 

 

  相談要望苦情受付・記録 

  （苦情解決責任・職員） 

 

 

 

 

 

回答・話し合い・解決 

（申出者・苦情解決責任者）           

 

第三者委員 

（必要に応じて話し合いに立ち会います） 

 

報告 

立会 


